
業務手順書　一覧

保険年金課 国民健康保険係 1 国保異動処理事務 32-1622 R8.2.28見直し

2 国民健康保険資格確認書等一斉交付事業 32-1622 R8.2.28見直し

3 資格確認書等月次更新事務 32-1622 R8.2.28見直し

4 資格確認書（特別療養）等交付事務 32-1622 R8.2.28見直し

5 社会保険加入勧奨・社会保険加入職権適用事務 32-1622 R8.2.28見直し

6 社会保険離脱勧奨業務 32-1622 R8.2.28見直し

7 国民健康保険税賦課 32-1622 R8.2.28見直し

8 国保税減免業務 32-1622 R8.2.28見直し

9 高額療養費支給事務 32-1621 R8.2.28見直し

10 療養費支給事務（一般診療、海外療養費） 32-1621 R8.2.28見直し

11
療養費支給事務（補装具、あん摩・鍼灸マッ

サージ、負担割合差額、移送費）
32-1621 R8.2.28見直し

12 出産育児一時金支給事務 32-1621 R8.2.28見直し

13 葬祭費支給事務 32-1621 R8.2.28見直し

14
限度額適用証、限度額適用・標準負担額減額認

定証の交付事務
32-1621 R8.2.28見直し

15 特定疾病療養受療証の交付事務 32-1621 R8.2.28見直し

16 医療費通知の通知事務 32-1621 R8.2.28見直し

17 減額査定通知の通知事務 32-1621 R8.2.28見直し

18 第三者行為求償事務 32-1621 R8.2.28見直し

19 非自発的失業者国保税減免事務 32-1622 R8.2.28見直し

20 国民健康保険税賦課(月次） 32-1622 R8.2.28見直し

後期高齢者医療係 1
後期高齢者医療資格確認書交付（年齢到達資格

取得）
32-1624 R8.2.28見直し

2 後期高齢者医療資格確認書交付（障害認定者） 32-1624 R8.2.28見直し

3 後期高齢者医療 保険料収納処理（普通徴収分） 32-1624 R8.2.28見直し

4 後期高齢者医療 保険料収納処理（特別徴収分） 32-1624 R8.2.28見直し

5 後期高齢者医療資格確認書の年次一斉発送 32-1624 R8.2.28見直し

6 後期高齢者医療高額療養費支給申請処理事務 32-1624 R8.2.28見直し

7 後期高齢者医療 保険料収納処理（滞納繰越分） 32-1624 R8.2.28見直し

8 後期高齢者医療保険料口座振替の受付・管理 32-1624 R8.2.28修正

9 督促状発送事務 32-1624 R8.2.28見直し

10 還付充当処理 32-1624 R8.2.28見直し

11 限度額区分を併記した資格確認書の交付事務 32-1624 R8.2.28見直し

12 特定疾病療養受療証等交付事務 32-1624 R8.2.28見直し

13 第三者行為受付事務 32-1624 R8.2.28見直し

14 療養費支給事務（一般診療） 32-1624 R8.2.28見直し

15 療養費支給事務（あん摩・鍼灸マッサージ） 32-1624 R8.2.28見直し

16 療養費支給事務（補装具） 32-1624 R8.2.28見直し

17 葬祭費支給事務 32-1624 R8.2.28見直し

年金係 1 国民年金異動処理事務 32-1625 R8.2.28修正

2 国民年金裁定請求事務 32-1625 R8.2.28修正

3 障害基礎年金請求事務 32-1625 R8.2.28修正

4 国民年金保険料法定・産前産後免除申請事務 32-1625 R8.2.28修正

5
国民年金保険料免除・納付猶予・学生納付特例

申請事務
32-1625 R8.2.28修正

備考課（事務所・局）名 係名 № 業務・事務名 担当TEL

1



㊷

情報集約システ
ムを経由して
ファイルをダウ
ンロードし、自
庁システムに取
り込む

⑥
㊺

㊷

㊼

伊東市　業務手順書

⑥
㊺

内包するリスク ①、⑥、㊳、㊴、㊷、㊸、㊹、㊺、㊼

リス
ク

№

異動届提出

自庁システムで異
動分資格情報作成
処理後、ダウン
ロードしたファイ
ルを情報集約シス
テムにアップロー
ド

【市民課】
・異動届受付

・住民登録、異動処理等
・資格確認書等の発行

国民健康保険法
第６条・第７
条・第８条・第
９条
国民健康保険法
施行規則
第２条・第３条

国保異動届
国保連絡票

資格情報・所得区分連携

資格確認書等の交付
国保制度・国保税の説明

資格情報（世
帯）ファイル
資格情報（個
人）ファイル
世帯所得区分情
報ファイル

審査

再審査

事務手続に
要する期間

市民課窓口で資格
確認書等を交付で
きない手続につい
ては保険年金課よ
り郵送交付（在留
期限の更新、婚
姻・離婚等）

【被保険者】

口座振替依頼書
は収納課へ

事務・業務フロー
事務内容又は目的 関連法令等

≪決裁区分等≫
成果物・記録類

備考
関連部門 当該部門

異動届の記入漏れ・添付書類
等のチェック

・適用開始（資格取得）
社会保険離脱・転入・出生等
・適用終了（資格喪失）
社会保険加入・転出・死亡等
・その他（資格継続）
転居・世帯分離等

国民健康保険の資格を取得・喪失させ、国民健康保険資格を適切に管理する。

国保異動処理事務

無

部 市民部 課等 保険年金課 担当係名 国民健康保険係 シート番号 1 業務・事務名

当初作成日 2019/12/20

業務・事務の目的

見直し日 2026/2/28 見直しによる変更

市民課で自庁シ
ステムへの入力
が不可能な場合
や郵送での届出
は保険年金課で
処理する

変
更
点

日次で資格情報を連携
月次で所得区分情報を連携

資格確認書等の交付
国保制度・国保税の説明
支払方法の確認（口座・納付
書）等

口座振替依頼書
（ペイジーによ
る受付のみ）

補足

翌日以降、資格担当により異
動届を再審査
自庁システムへの入力の確
認、補足
異動届を届出月ごとに世帯番
号順に並び変えて綴る

国保異動届綴
国保連絡票綴
国保異動日計表
擬制世帯集計表

【国保連合会】

国保資格喪失年
月日連携ファイ
ル
市町村被保険者
ID連携ファイル

被保険者ID・取得喪失日連携
送付された連携ファイルを自
庁システムに取り込む



㊵
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内包するリスク ①、㊳、㊴、㊵、㊸、㊹

リス
ク

№

部 市民部 課等

≪決裁区分等≫
成果物・記録類

備考
関連部門 当該部門

事務手続に
要する期間

当初作成日 2019/12/20 見直し日

業務・事務の目的

2026/2/28 見直しによる変更

保険年金課 担当係名 国民健康保険係 シート番号 2 業務・事務名

事務・業務フロー
事務内容又は目的 関連法令等

国民健康保険に加入している対象者に資格確認書等を送付する。

国民健康保険資格確認書等一斉交付事務

無

変
更
点

資格確認書等の発送【被保険者】

発送

調整控除による
負担割合変更者確認

基準収入額適用申請
該当確認

基準収入額適用申請
審査

依頼

【被保険者】

申請

回答

㊵

資格確認書等引き抜き作業

【課税課】
所得情報の入力

【SBS情報システム】
資格確認書等の打出し・封入

照会

交付簿

７０歳以上の負担割合判定の
ため

国民健康保険法
施行令第２７条
の２

≪課長決裁≫
照会通知稟議

引き抜きや差し替えが必要な
対象者

国民健康保険法
第９条

補足

≪課長決裁≫
判定結果通知稟
議

７０歳以上の負担割合判定の
ため

国民健康保険法
施行令第２７条
の２

≪課長決裁≫
申請書提出通知
稟議

【前年12月31日に住民登録
のあった市町】

転入者の調整控除対象者
の調査

㊵



㊵

㊵

㊵

㊵

㊵
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内包するリスク ①、㊳、㊴、㊵、㊸、㊹、㊼

リス
ク

№

業務・事務の目的

部 市民部 課等 保険年金課 担当係名 国民健康保険係 シート番号 3 業務・事務名

当初作成日 2019/12/20 見直し日

資格確認書等月次更新事務

無2026/2/28 見直しによる変更

≪課長決裁≫
対象世帯状況照
会通知

翌月1日からの資
格確認書等の発
行日や有効期限
などを確認

≪課長決裁≫
基準収入額適用
申請書の送付通
知

国民健康保険法
施行令第27条の2

年齢到達し翌月１日からの７０歳になった被保険者に、資格確認書等を交付する。

【対象世帯】

≪課長決裁≫
基準収入額適用
判定結果通知

下記の新規交付
分と同日に交付

申請

交付

基準収入額適用した
資格確認書等の交付

交付簿（新規）の3割負担者
のうち、基準収入額適用の対
象世帯に申請書を送付

事務・業務フロー
事務内容又は目的 関連法令等

≪決裁区分等≫
成果物・記録類

備考
関連部門 当該部門

事務手続に
要する期間

【前年12月31日に住民
登録のあった市町】

自庁システムによる各帳票、
資格確認書等の作成処理

資格確認書等交
付簿（新規・変
更）
件数表

資格確認書等
作成処理

調整控除にかかる
世帯状況照会

資格確認書等の
打ち出し

≪課長決裁≫
負担区分変更通
知

下記の新規交付
分と同日に交付

【被保険者】

【対象被保険者】

交付

≪課長決裁≫
70歳到達による
資格確認書等交
付通知
決裁表

毎月20日頃発送

帳票、資格確認書等の打ち出
し、裁断

国民健康保険法
施行令第27条の2

申請を審査し、負担割合が変
更となる場合はシステム更
新・資格確認書等の差替え

照会

回答

送付

交付簿（新規）掲載の3割負
担者のうち、調整控除該当を
確認
転入者の場合は前市区町村に
照会

70歳到達による（新規）資格
確認書等交付通知とともに資
格確認書等を送付

交付

変
更
点

区分変更通知及び
資格確認書等の交付

資格確認書等の新規交付

基準収入額適用申請書
の送付

国民健康保険法
施行規則第7条の
4第1項

補足

交付簿（変更）により、負担
割合が変更となる被保険者を
把握し、負担区分変更通知と
ともに新資格確認書等を送付

国民健康保険法
施行規則第7条の
4第2項第1号



期限内の資格確認書等の返還請
求

㊵
㊼

㊵

≪課長決裁≫
保険給付費の一
時差止めについ
て通知

措置審査委員会開催、資格確認
書（特別療養）等交付

伊東市　業務手順書

業務・事務の目的

2026/2/28 見直しによる変更

部 市民部 課等 保険年金課 担当係名 国民健康保険係 シート番号 4 業務・事務名

当初作成日

【収納課】

2019/12/20 見直し日

納付できない特別な事情もなく保険税を滞納している者との接触の機会を確保し、市の窓口で納付等を直接働きかける。

内包するリスク ①、㊳、㊴、㊵、㊸、㊹、㊼

リス
ク

№

補足

≪課長決裁≫
弁明の機会の付
与に関する通知
書

納税相談により
世帯主との接触を図る

④　次の更新時から新たに資
格確認書（特別療養）等とな
る世帯に資格確認書の返還を
求める

②　①で資格確認書（特別療
養）等候補となった世帯につ
き、適用除外すべき給付やそ
の他考慮すべき事情の有無を
照会
課内でもその他の給付状況を
調査する

国民健康保険法
第63条の2、国民
健康保険法施行
規則第27条の5の
2

㊵

≪課長決裁≫
国民健康保険特
別療養費の支給
に係る事前通知
書

出席

【収納課】 7月下旬

⑤　資格確認書（特別療養）
等の交付に関する措置審査委
員会を開催し、資格確認書
（特別療養）等の交付を決定
（高校生世代以下の被保険者
等は除く。）

国民健康保険法
第63条の2

③　資格確認書（特別療養）
等対象世帯主に対し、保険税
を納付できない特別な事情を
弁明できるよう納税相談を案
内

特別療養費の支給及
び保険給付の支払の
一時差止め等に関す
る要領第2条

【収納課・
健康福祉部４課】

資格確認書（特別療養）等交付
の適用除外要件の調査

照会

回答

【資格確認書（特別療
養）等新規対象世帯】

国民健康保険法第63条の
2、国民健康保険法施行
規則第27条の5の2、特別
療養費の支給及び保険給
付の支払の一時差止め等
に関する要領第7条

変
更
点

資格確認書（特別療養）等交付事務

無

≪決裁区分等≫
成果物・記録類

備考
関連部門 当該部門

事務手続に
要する期間

①　世帯主の納付状況を鑑
み、資格確認書等、資格確認
書（特別療養）等に振り分け
る

資格確認書（特別療養）等対象
者の抽出

依頼

提供

事務・業務フロー
事務内容又は目的 関連法令等

【資格確認書（特別療
養）等対象世帯】

通知

相談

請求

返還



令和4年11月29日保
国発1129第1号
厚生労働省通知

㊵

㊺
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㊺

内包するリスク ①、㊳、㊴、㊵、㊸、㊹、㊺

リスク

№

業務・事務の目的

部

資格重複状況結果（被用者保険等と国民健康保険の資格が重複している者のリスト）の対象者に対し国保脱退の勧奨及び職権適用を行い、国保資格の適用適正化を図る。

社会保険加入勧奨・社会保険加入職権適用事務

関連部門

㊵

国民健康保険法
第6条

備考

補足

職権による
資格喪失処理

職権適用通知

変
更
点

市民部 課等 保険年金課

関連法令等
≪決裁区分等≫
成果物・記録類

職権適用による
国保資格異動手続

シート番号 5

勧奨
通知

提供 ≪課長決裁≫
国保脱退勧奨
通知

医療保険者等向け中間サーバー
により提供される資格重複状況
結果の内容を精査し、社会保険
に加入していると思われる被保
険者に対し国保脱退手続きを促
す通知を送付

【医療保険者等向け中間サー
バー】資格重複状況結果を提供 勧奨通知には通知

後１か月経過の際
は職権適用する旨
を記載

来庁
手続

本人来庁による
国保資格異動手続

【国保被保険者】

国保脱退勧奨通知の作成・送付

勧奨通知を受け、来庁した被保
険者の国保資格の異動手続を実
施

≪課長決裁≫
国保脱退職権適用
及び通知

国保脱退職権適用通知の作成・送付

勧奨通知対象者のうち、１か月
後も未手続の状態の被保険者に
対し、職権適用により国保資格
異動処理を行う。
また、当該被保険者に対しては
職権適用した旨を通知する。

事務手続に
要する期間

無

国民健康保険係 業務・事務名

事務・業務フロー

2026/2/28 見直しによる変更当初作成日 2019/12/20 見直し日

担当係名

当該部門
事務内容又は目的



㊺
来庁・手続

本人来庁による
国保資格異動手続

勧奨通知を受け、来庁した被保
険者の国保資格の異動手続を実
施

㊵

伊東市　業務手順書

シート番号 6 業務・事務名

当初作成日 2019/12/20

業務・事務の目的

無見直し日 2026/2/28 見直しによる変更

変
更
点

補足

事務手続に
要する期間

国民健康保険法
第6条

≪課長決裁≫
国保加入勧奨通知

平成23年2月22日保
国発0222第1号
厚生労働省通知

課等

年金記録により厚生年金脱退の可能性がある被保険者に対し国保加入の勧奨を行い、国保資格の適用適正化を図る。

社会保険離脱勧奨業務

事務・業務フロー
事務内容又は目的 関連法令等

≪決裁区分等≫
成果物・記録類

内包するリスク ①、㊳、㊴、㊵、㊸、㊹、㊺、㊼

リスク

№

【国保被保険者】

勧奨
通知

備考

年金事務所から提供される第２
号被保険者資格喪失一覧表の内
容を精査し、厚生年金記録から
判断し、社会保険を脱退してい
る可能性がある被保険者に対し
国保加入を促す通知を送付

保険年金課 担当係名 国民健康保険係

関連部門 当該部門

【年金事務所】第２号被保険者
資格喪失一覧表を提供

国保加入勧奨通知の作成・送付

提供

部 市民部



⑥

⑥

⑥

㊵

㊵

⑥

伊東市　業務手順書

㊵

内包するリスク ①、⑤、⑥、⑦、㉘、㉙、㊳、㊴、㊵、㊸、㊹、㊻

リスク

№

６月１５日頃
SBS情報システムにて検証系で本算
定テストを行う。

本算定の事前テス
トを行う。

【SBS情報システム】 本算定テスト（検証系）

依頼

本算定手計算リストの作成

非自発的失業者の申請書が提出
された者に入力。

非自発の入力は本算定
（２回目）に反映され
ないため、遅くとも本
算定（１回目）までに
全て入力する。

非自発的失業者の入力

前年中は高校生で、今年大学１
年生の者は申告免除となるた
め、所得なしの入力をする。

簡易申告書発送簿及び資格担当
者からのマル遠等のリストから
抽出する。1月31日～3月31日生
まれ（早生まれ）の者は５月末
に所得照会を行っているため、
入力不要。

本
算
定

(

テ
ス
ト

)

ま
で
に

申告免除者の入力

様々な条件で対象者を抽出し、
本算定の際に正しく計算がされ
ているかを確認するため。

６月中旬～下旬
簡易申告書発送後、提出状況の
報告をする。

簡易申告書の提出期限
後に報告。対象人数・
対象世帯・回答者数等
を記載し、回答率を算
出。

簡易申告書実施状況報告

【高齢者福祉課】 ６月１０日頃
介護保険料の本算定（リハーサ
ル）後、年特仮計算用データを
介護担当課より受理。

この時点では年金
特徴額未定のた
め、1/2判定は不可
能。

依頼
年特対象者連携情報受理提供

【SBS情報システム】

６月初旬
現年度の所得情報の入力を開始
する。

簡易申告書発送後、保険年金課
内及び課税課、市民課へ周知す
る。窓口及び電話対応の依頼も
含めて、通知をする。

現年度所得情報入力開始

簡易申告書の受理は、
課税課にもお願いす
る。受理後の申告書の
やりとりについては課
税課へ別途依頼する。

通知

６月３日頃
封入後、発送。

返信用封筒を同封
する。簡易申告書
の提出期限は６月
中旬とする。

【未申告の被保険者】 簡易申告書発送

通知

【課税課・市民課】
課内及び関係課へ発送通

知
依頼

国保被保険者のうち、転入者以外で所
得の未申告者を抽出。前年中高校生、
他市課税者、転出者、発送日（６月初
旬）までに申告をした者については随
時引き抜く。

後期高齢者医療係
で抽出された未申
告者と重複する場
合は国保係から送
付する。

簡易申告書引き抜き

【SBS情報システム】 簡易申告書・宛名タックシール作成

依頼

SBS情報システムにてデータ作成
後、打ち出す。

簡易申告書
印刷後、紙折り作
業を行う。

簡易申告書・宛名タックシール印刷

５月下旬
SBS情報システムに簡易申告書及
び宛名タックシールの作成を依
頼。出力されるデータを確認。

≪課長決裁≫
課税課合議
簡易申告書・簡易
申告書発送簿

作成

【SBS情報システム】 簡易申告書・簡易申告書発送簿

作成

課税課へ依頼書を通知。
課税課からの発送注意者リスト
を参考に発送対象者を決定。

他市課税者・DV被
害者等に注意す
る。

【課税課】

５月下旬
国保被保険者のうち、転入者以
外で所得の未申告者を抽出。簡
易申告書の書式も確認。

簡易申告書発送注意者リスト

提供

パラメタ設定後、
係内で確認。

連絡

作成

５月３１日頃
封入後、発送。

返信用封筒を同封
する。

照会

【該当市町村】 所得照会文書発送（２回目）
再照会

SBS情報システムにてデータ作成
後、打ち出す。

所得照会文書
印刷後、紙折り作
業を行う。

所得照会文書印刷（２回目）

【SBS情報システム】 パラメタ設定

５月下旬
SBS情報システムにて本算定に向
けてシステム上のパラメタ設定
を行い、確認を行う。

回答

５月３０日頃
転入者の所得照会文書発送一覧
をSBS情報システムに依頼。（前
年度分・現年度分）出力される
データを確認。

≪課長決裁≫
所得照会文書発送
一覧・所得照会文
書

所得照会（１回目）
の締切日の翌日～今
回の照会依頼日の前
日までに転入届出を
した者の照会。

【SBS情報システム】
所得照会文書発送一覧・所得照会文

書（２回目）
依頼

現年度の回答入力はせず、前年
度分のみ入力する。

所得照会回答入力
（前年度分のみ）

作成

５月２３日頃
封入後、発送。

返信用封筒を同封
する。

照会

【該当市町村】 所得照会文書発送（１回目）

再照会

SBS情報システムにてデータ作成
後、打ち出す。

所得照会文書
印刷後、紙折り作
業を行う。

所得照会文書印刷（１回目）

業務・事務の目的

部 市民部 課等 保険年金課 担当係名 国民健康保険係

５月２０日頃
転入者の所得照会文書発送一覧を
SBS情報システムに依頼。（住所地
特例者分・前年度分・現年度分）出
力されるデータを確認。

国民健康保険税を適正に課税するため。

国民健康保険税賦課

【SBS情報システム】
所得照会文書発送一覧・所得照会文

書（１回目）
依頼

事務・業務フロー
事務内容又は目的

事務手続に
要する期間

関連法令等
≪決裁区分等≫
成果物・記録類

備考
関連部門 当該部門

当初作成日 2019/12/20 見直し日 2026/2/28 見直しによる変更

シート番号 7 業務・事務名

地方税法第20条の
11
国民健康保険法第
113条の2

≪課長決裁≫
所得照会文書発送
一覧・所得照会文
書

文書照会対象者の
み発送。それ以外
は中間サーバによ
る所得照会

無



リスク

№

事務・業務フロー
事務内容又は目的

事務手続に
要する期間

関連法令等
≪決裁区分等≫
成果物・記録類

備考
関連部門 当該部門

⑤
㊵

⑦

㉘
㉙

㊻

⑥

⑥

⑥

⑥

⑥

本算定基礎資料の作成

補足

変
更
点

【課税課・市民課】 課内及び関係課へ発送通知

依頼

本算定後に、本算定基礎資料を
作成する。

納税通知書発送後、保険年金課
内及び課税課、市民課へ周知す
る。窓口及び電話対応の依頼も
含めて、通知をする。

通知

上表中では以下のとおり略称を用いている。
年特・年金特徴：年金特別徴収

７月１０日前後に発送。 地方税法20条

納税者に納税通知
書が通達されてか
ら第１期納付期日
までに１０日以上
の期間を設ける。

【被保険者】 納税通知書発送

通知

最終的な納税通知書の発送件数
を集計。

郵便局へ事前に連
絡し、引き渡しの
時間を決めてお
く。

発送件数統計

納品

発送日までの資格異動や税額変
更のあった対象者やチラシを同
封する対象者を引き抜く。

納税通知書引き抜き

７月３日頃に納品。
SBS情報システムにて印刷、裁
断、帳合、封入封緘された状態
で納品される。

ブッキング後の納
税通知書

納品された納税通
知書は予約して
あった会議室へ運
び入れて保管。

納税通知書納品

作成

作成しておいた手計算リストの
対象者の税額が正しく計算され
ているかを手計算で確認する。

本算定手計算リストの確認

各種書類を印刷し、画面と確認
作業を行う。

地方税法第13条
納税通知書、調定
簿、交付簿等

交付簿を収納課へ
提供。

納税通知書、調定簿、交付簿等

６月３０日頃
当日までの資格異動、口座情報にて
運用系更新処理をSBS情報システム
に依頼。

市民税第２期更正
データ及び介護本算
定データが固まった
段階で本算定（２回
目）の処理を行う。

【SBS情報システム】 本算定（本番）

依頼

減免承認通知書の作成

未入力のものを全て入力。
現年度所得情報及び簡易申告書

の入力

減免対象者の本算定の納税通知
書に同封する。

伊東市国民健康保
険税条例第21条
伊東市国民健康保
険税減免取扱要綱

≪課長決裁≫
国民健康保険税減
免承認通知書

特定同一所属者対
象外リスト

【SBS情報システム】 特定同一所属者の入力確認

提供

本算定１回目のあとに入力・決
裁。震災・在所・生活保護・旧
被扶養者による減免のみを入力
する。

その他の理由（収入
減・寡婦・低所得）
による減免は本算定
後に入力し、８月更
正とする。

【被保険者】

専従者控除額・専
従者給与額不一致
リスト

疑問点がある場合
は課税課へ確認。

修正が必要な対象者の軽減判定
所得をシステムに入力。

軽減判定所得入力

雑損失・純損失リ
スト

専従者控除額・専従者給与額不
一致リストの確認

課税課から提供してもらう専従
者控除額・専従者給与額不一致
リストを確認。

【SBS情報システム】
純損失リスト

（軽減判定所得確認用）
提供

【SBS情報システム】
年金特徴者による納付方法変更

申出書の入力
対象者の
提供

非自発的失業者の申請書が提出
された者に入力。

【特例対象被保険者】 非自発的失業者の入力

申請

本
算
定

(

本
番

)

ま
で
に

年特対象者から提出された納付
方法変更申出書の入力。

【課税課】

確認

特定同一所属者の開始年月日及
び終了年月日の入力が正しくさ
れているかを確認。

提供

減免処理

申請

年金特徴納付方法
変更申出者一覧

年特から口振とな
る者。対象者を一
覧にしてSBS情報シ
ステムへ提供。

６月１２日頃
課税課より許可をもらい、SBS情
報システムへ作成依頼。

作成しておいた手計算リストの
対象者の税額が正しく計算され
ているかを手計算で確認する。

本算定手計算リス
ト

本算定手計算リストの確認

各種書類を印刷し、検証系画面
と確認作業を行う。

地方税法第13条
納税通知書、調定
簿、交付簿等

納税通知書、調定簿、交付
簿等



⑦
㊵

申請書受付
↓
減免決定及び納税
通知書発送

１５日

国保税の納付が困難な者に対して条例等に則り減免措置を行う。

国保税減免業務

無

伊東市　業務手順書

⑥

内包するリスク ①、⑤、⑥、⑦、㊳、㊴、㊵、㊸、㊹

リスク

№

【申請者】 国保税減免申請書受付

審査

伊東市国民健康保
険税条例第２１条
伊東市国民健康保
険税減免取扱要綱

事務・業務フロー
事務内容又は目的 関連法令等

≪決裁区分等≫
成果物・記録類

備考
関連部門 当該部門

事務手続に
要する期間

国保税減免申請書の記入漏れ・
添付書類等をチェックする。要
綱第２条２号、４号及び５号は
国保税納期到来分の未納がない
かをチェックする。

国民健康保険の手
引き

≪課長決裁≫
国保税減免申請書

【㈱SBS情報システム】 登録・減免処理（電算入力）

法令に基づき減免可否の審査を
行う。

見直しによる変更

変
更
点

補足

本算定又は更正の発送日に納税
通知書及び減免承認通知書を送
付する。

【申請者】
減免承認通知書・納税通知書の作成
及び発送

≪課長決裁≫
減免承認通知書
納税通知書
賦課台帳

スタッフスイートに登録
減免台帳に入力

業務・事務の目的

部 市民部 課等 保険年金課 担当係名 国民健康保険係 シート番号

2026/2/28

8 業務・事務名

当初作成日 2019/12/20 見直し日



⑭
⑮

⑬
㊵

≪課長決裁≫
支給決定稟議

伊東市会計規則
≪課長決裁≫
支出負担行為伺兼
支出命令書

伊東市　業務手順書

㊵

内包するリスク ①、⑬、⑭、⑮、㊳、㊴、㊵、㊷、㊸、㊹、㊾

リスク

№関連法令等
事務手続に
要する期間

部

変
更
点

提供

≪決裁区分等≫
成果物・記録類

備考

支出命令

国保連合会提供の高額療養費仮
算定データを基に支給申請書及
び案内通知を作成・送付

国民健康保険法
第57条の2
施行令第29条の2

≪課長決裁≫
支給案内通知

支給申請案内の作成及び通知

本庁、出張所、郵送等で受付
70歳未満の対象者は領収書等で
領収確認も実施

【会計課】

申請書等を綴った支給決定稟議
を起案
決裁後に支給決定通知を送付

支給決定及び
支給決定通知の送付

市民部 課等 保険年金課 担当係名 国民健康保険係

支給申請及び請求の受付

通知

【国保連合会】
高額療養費仮算定

補足

業務・事務の目的

財務会計システムで支出処理

支払

通知

【被保険者】

申請・請求

【保険医療機関】
診療報酬の請求

【被保険者】
医療機関等へ受診

事務・業務フロー
事務内容又は目的

国保情報集約システムにより、
日時更新で国保被保険者資格情
報及び所得情報を送信

被保険者情報、所得情報の送信

関連部門 当該部門

被保険者に対する高額療養費の支給

シート番号 9 業務・事務名

見直し日 2026/2/28

申請日の翌月２３
日頃に支払い

当初作成日 2019/12/20 見直しによる変更

高額療養費支給事務

無

㊾



【被保険者】申請・請求 支給申請及び請求の受付

療養費支給事務（一般診療、海外療養費）

無

保険年金課 担当係名 国民健康保険係 シート番号 10 業務・事務名

業務・事務の目的 被保険者に対する療養費（一般診療、海外療養費）の支給

当初作成日 2019/12/20 見直し日 2026/2/28 見直しによる変更

部 市民部 課等

レセプト等の審査依頼

支出命令

審査結果の受領

事務・業務フロー
事務内容又は目的 関連法令等

≪決裁区分等≫
成果物・記録類

備考
関連部門 当該部門

事務手続に
要する期間

【国保連合会】審査
レセプトや海外医療機関で受診
した診療内容明細書について、
国保連合会へ内容審査を依頼

≪課長決裁≫
審査依頼稟議

支給申請及び請求の
受付

↓（即日）

国保連合計へレセプ
ト等審査依頼

↓（１か月～
　　　　２か月）

国保連合会からレセ
プト審査結果の受領

↓

レセプト受領日の翌
月２３日頃に支払い【被保険者】

支払

通知

被保険者は療養費支給申請書及び請
求書に必要事項を記載
（添付書類）
「一般診療」…レセプト、領収書、
世帯主の通帳
「海外療養費」…診療内容の明細
書、領収明細書（日本語訳）、パス
ポート、出入国の分かるもの、海外
の医療機関へ照会する同意書、世帯
主の通帳

国民健康保険法
第54条
施行規則第27条

変
更
点

申請書等を綴った支給決定稟議
を起案
決裁後に支給決定通知を送付

≪課長決裁≫
支給決定稟議

支給決定及び
支給決定通知の送付

【会計課】

補足

財務会計システムで支出処理 伊東市会計規則
≪課長決裁≫
支出負担行為伺兼
支出命令書

伊東市　業務手順書

内包するリスク ①、⑬、⑭、⑮、㊳、㊴、㊵、㊸、㊹

リスク

№

⑬
㊵

⑭
⑮



リスク

№

被保険者に対する療養費（補装具、あん摩・鍼灸マッサージ、負担割合差額、移送費）の支給

療養費支給事務（補装具、あん摩・鍼灸マッサージ、負担割合差額、移送費）

2026/2/28 見直しによる変更当初作成日 2019/12/20 見直し日

シート番号 11 業務・事務名

事務・業務フロー
備考

関連部門 当該部門

事務手続に
要する期間

内包するリスク ①、⑬、⑭、⑮、㊳、㊴、㊵、㊸、㊹

部 市民部 課等 保険年金課 担当係名 国民健康保険係

業務・事務の目的

事務内容又は目的

【被保険者】又は
【あん摩・鍼灸マッサージ施

術者※１】

支払

被保険者は療養費支給申請書及
び請求書に必要事項を記載

（添付書類）
「補装具」…医師の意見書、領
収書、世帯主の通帳
「あん摩・鍼灸マッサージ」…
医師の同意書、領収書
「負担割合差額」…領収書、世
帯主の通帳
「移送費」…医師の意見書、領
収書、世帯主の通帳

関連法令等
≪決裁区分等≫
成果物・記録類

変
更
点

支出命令

補足

財務会計システムで支出処理 伊東市会計規則
≪課長決裁≫
支出負担行為伺兼
支出命令書

申請日の翌月２３日
頃に支払い

国民健康保険法
第54条
施行規則第27条

支給決定及び
支給決定通知の送付

支給申請及び請求の受付【被保険者】又は
【あん摩・鍼灸マッサージ施

術者※１】申請・請求

【会計課】

通知

無

伊東市　業務手順書

≪課長決裁≫
支給決定稟議

申請書等を綴った支給決定稟議
を起案
決裁後に支給決定通知を送付

⑬
㊵

※１　あん摩・鍼灸マッサージ療養費については、施術者が受領委任払制度を利用した際は、申請者と支払先があん摩・鍼灸マッサージ施術者となる。

⑭
⑮



【保険医療機関】

請求

【国保連合会】
支給決定及び

支給決定通知の送付

財務会計システムで支出処理 伊東市会計規則

国保連合会からの連名簿、請求
内訳書及び医療機関からの代理
申請受取請求書等を綴った支給
決定稟議を起案
決裁後に支給決定通知を送付

医療機関への振込
みの場合も被保険
者に対して支給決
定通知を行う。

国保連合会からの
請求

↓（１日間）

支給決定

↓（１０日間）

支払

【被保険者】
通知

≪課長決裁≫
支出負担行為伺兼
支出命令書

業務・事務の目的

【保険医療機関】

支払

【会計課】 支出命令

支払

【国保連合会】

請求

事務・業務フロー

関連部門 当該部門

≪課長決裁≫
支給決定稟議

【被保険者】

直接支払制度
利用合意

部 市民部 課等 保険年金課 担当係名 国民健康保険係 シート番号 12 業務・事務名

変
更
点

【会計課】 支出命令

支払

補足

財務会計システムで支出処理 伊東市会計規則
≪課長決裁≫
支出負担行為伺兼
支出命令書

支給申請及び請求
の受付

↓（５日間）

支給決定

↓（１０日間）

支払

【被保険者】 支給申請及び請求の受付

≪課長決裁≫
支給決定稟議

支給決定及び
支給決定通知の送付

出産育児一時金を直接医療機関
に支払う直接支払制度を利用で
きない出産の際の支給申請や差
額の支給申請
（添付書類）
直接支払合意文書、分娩費用明
細書、母子手帳コピー、死産の
場合は死産証明書

【被保険者】

通知 申請書等を綴った支給決定稟議
を起案
決裁後に支給決定通知を送付

国民健康保険法
第58条の1
伊東市国民健康保
険条例
第6条
伊東市国民健康保
険条例施行規則
第2条

申請・請求

見直しによる変更

事務内容又は目的 関連法令等
≪決裁区分等≫
成果物・記録類

備考
事務手続に
要する期間

当初作成日 2019/12/20 見直し日 2026/2/28

被保険者が出産した際の出産育児一時金の支給

出産育児一時金支給事務

無

伊東市　業務手順書

⑭
⑮

⑬
㊵

内包するリスク ①、⑬、⑭、⑮、㊳、㊴、㊵、㊸、㊹

リスク

№

⑬
㊵

⑭
⑮

直接支払制度を利用する場合

直接支払制度を利用できない場合や差額を申請する場合



2026/2/28 見直しによる変更

部 市民部 課等 保険年金課 担当係名 国民健康保険係 シート番号 13 業務・事務名

当初作成日 2019/12/20 見直し日

（死亡届を市民課
窓口に直接提出の
場合）

支給申請及び請求
の受付
↓
窓口払いによる支
給

即日

（死亡届を市外の
市役所に提出の場
合）

支給申請及び請求
の受付
↓（５日間）
支給決定
↓（１０日間）
支出（振込）

被保険者が死亡した際の葬祭執行者に対する葬祭費の支給

葬祭費支給事務

無

関連法令等
≪決裁区分等≫
成果物・記録類

備考
関連部門 当該部門

事務手続に
要する期間

【葬祭執行者】 支給申請及び請求の受付
死亡届を市民課窓口に直接提出
した場合はその場で現金による
窓口払い
一方、市外の市役所に提出の場
合は後日送付される申請書を使
用して支給申請
（添付書類）
会葬礼状又は葬儀代の領収書

国民健康保険法
第58条の1
伊東市国民健康保
険条例
第7条

申請
・
請求

【市民課】

死亡届提出窓口払

業務・事務の目的

変
更
点

【会計課】

【葬祭執行者】

支払

財務会計システムで支出処理 伊東市会計規則
≪課長決裁≫
支出負担行為伺兼
支出命令書

支出命令

補足

通知

事務・業務フロー

申請書等を綴った支給決定稟議
を起案
決裁後に支給決定通知を送付

伊東市　業務手順書

㊵

内包するリスク ①、⑭、⑮、㊳、㊴、㊵、㊸、㊹

リスク

№

⑭
⑮

≪課長決裁≫
支給決定稟議

資金前渡 支給決定及び
支給決定通知の送付

事務内容又は目的



国民健康保険法
第57条の2

見直し日

被保険者からの交付申請書を受
付

【被保険者】

対象者の年齢や世帯所得等によ
り区分判定
※納期到来済の国保税未納の場
合は原則不交付

2026/2/28 見直しによる変更

交付申請受付
↓
交付決定

即日

交付申請受付

申請

限度額適用証、限度額適用・標準負担額減額認定証の交付事務

無

業務・事務の目的

部 市民部 課等

当初作成日 2019/12/20

変
更
点

≪課長決裁≫
交付決定稟議

交付決定

変更交付

補足

認定証発行以降、毎月区分を再
判定し、区分変更となる場合は
認定証を差替え

≪課長決裁≫
区分変更稟議

区分再判定

交付

内包するリスク ①、㊳、㊴、㊵、㊸、㊹、㊼

リスク

№

被保険者が保険医療機関で支払う医療費を限度額までで抑える限度額認定証等の交付

保険年金課 担当係名 国民健康保険係 シート番号 14 業務・事務名

関連法令等
≪決裁区分等≫
成果物・記録類

備考
関連部門 当該部門

事務手続に
要する期間

㊼

伊東市　業務手順書

㊵

事務・業務フロー
事務内容又は目的



担当係名 国民健康保険係

毎年8月1日で区分判定の基とな
る所得が切り替わるため、年次
更新を行い、区分変更となる場
合は受療証を差替え

変
更
点

交付

変更交付

年次更新
年次更新

区分再判定

補足

≪課長決裁≫
年次更新稟議

㊵

対象者の年齢や世帯所得等によ
り区分判定

≪課長決裁≫
交付決定稟議

交付決定

国民健康保険法
第57条の2

受療証発行以降、毎月区分を再
判定し、区分変更となる場合は
受療証を差替え

≪課長決裁≫
区分変更稟議

当初作成日 2019/12/20 見直し日 2026/2/28 見直しによる変更

交付申請受付
↓
交付決定

即日

事務手続に
要する期間

15 業務・事務名

関連法令等
≪決裁区分等≫
成果物・記録類

備考

特定疾病（人工腎臓を実施する慢性腎不全等）の被保険者が保険医療機関で支払う医療費を一定額に抑える特定疾病療養受療証の交付

特定疾病療養受療証の交付事務シート番号

伊東市　業務手順書

㊼

内包するリスク ①、㊳、㊴、㊵、㊸、㊹、㊼

リスク

№

【被保険者】 交付申請受付

申請

事務・業務フロー

無

業務・事務の目的

部 市民部 保険年金課

事務内容又は目的

【保険医療機関】
診断書を発行

関連部門 当該部門

課等

被保険者からの交付申請書（
医師の診断書添付）を受付

㊵



業務・事務の目的

2026/2/28 見直しによる変更

部 市民部 課等 保険年金課 担当係名 国民健康保険係 シート番号 16 業務・事務名

被保険者に本人が使用した医療費の額を通知することによる健康の意識付け及び医療機関等の不正請求の発見

当初作成日 2019/12/20 見直し日

医療費通知の通知事務

無

変
更
点

≪決裁区分等≫
成果物・記録類

備考
関連部門 当該部門

事務・業務フロー
事務内容又は目的 関連法令等

事務手続に
要する期間

【国保連合会】
医療費通知作成

提供

【被保険者】

リスク

№

≪課長決裁≫
発送稟議

≪課長決裁≫
作成委託稟議

㉑
㉒
㉔
㉕
㉖

委託

【被保険者】
医療機関等へ受診

【保険医療機関】
診療報酬の請求

医療費通知作成委託
静岡県国保連合会に医療費通知
作成に係る業務委託を実施

伊東市　業務手順書

㊵

内包するリスク ㉑、㉒、㉔、㉕、㉖、㊳、㊴、㊵、㊸、㊹　※委託に係る支払いが生じるため⑭、⑮にも注意

医療費通知発送

補足

【税務署・課税課】

発送

医療費控除に使用

国保連合会が作成した医療費通
知を内容確認し、ＤＶ対象者等
を引抜した上で発送

国保連合会から医
療費通知を納品
↓
発送

１０日間



業務・事務名17市民部 課等 保険年金課 担当係名 国民健康保険係

レセプトの内容審査により自己負担相当額が１万円以上減額された場合に被保険者に通知し、過払いについて正確な情報を得る機会を確保

減額査定通知の通知事務

業務・事務の目的

部

内包するリスク ㊳、㊴、㊵、㊸、㊹

【被保険者】
発送

【国保連合会】
減額査定通知対象者抽出

減額査定通知発送

国保連合会から対
象者抽出
↓
発送

７か月間
（土日祝日を含
む）

変
更
点

補足

発送

レセプトは受診月の２か月後に
審査決定し、レセプトの再審査
請求期間は一般的に審査決定か
ら６か月のため、１か月分の余
裕を見て、受診月から数えて９
か月後に減額査定通知を被保険
者に発送する。
また、被保険者が受診した保険
医療機関に対しても被保険者へ
減額査定通知を実施した旨を通
知する。【保険医療機関】

提供

≪課長決裁≫
発送稟議

備考

【被保険者】
医療機関等へ受診

【保険医療機関】
診療報酬の請求

事務・業務フロー
事務内容又は目的 関連法令等

≪決裁区分等≫
成果物・記録類関連部門 当該部門

事務手続に
要する期間

リスク

№

伊東市　業務手順書

㊵

無2019/12/20 見直し日当初作成日 2026/2/28 見直しによる変更

シート番号



事務手続に
要する期間

≪課長決裁≫
照会通知稟議

2026/2/28 見直しによる変更

業務・事務の目的

部 市民部 課等 保険年金課 担当係名 国民健康保険係 シート番号 18 業務・事務名

当初作成日 2019/12/20 見直し日

保険給付の原因が第三者による不法行為である案件の把握及び加害者への損害賠償請求権の行使により、保険給付の適正な執行を図る。

第三者行為求償事務

無

変
更
点

傷病届受理・内容審査

補足

代位取得通知

調査の結果、第三者行為案件に
ついては、傷病届の提出を被保
険者に促し、届出を受理し、内
容を審査届出

国民健康保険法
第64条第1項

【被保険者】
第三者行為による傷病

㊵

情
報
把
握

照会

【国保連合会】

【医療機関】

収入処理

【国保連合会】

通知

照会通知
第三者行為の疑いのある案件に
ついて、事実関係を調査照会す
る通知を送付

①請求 ②支払
③入金

伊東市　業務手順書

㊵

⑤
⑦
⑨

事務・業務フロー
事務内容又は目的 関連法令等

≪決裁区分等≫
成果物・記録類

備考
関連部門 当該部門

国保連合会が加害者加入の損害
保険会社と折衝し、損害賠償金
の支払いを受け、本市に送金

損害賠償請求権を代位取得した
旨を国保連合会へ通知し、その
後の求償事務を委任

内包するリスク

【加害者又は加害者が
加入の保険会社】

受診

①、⑤、⑦、⑨、㊳、㊴、㊵、㊸、㊹

リスク

№

国保連合会提供の外傷性のレセ
プトを抽出した第三者行為求償
対象候補一覧表、駿東伊豆消防
本部提供の救急搬送記録、保健
所提供の食中毒情報等により、
第三者行為の疑いのある案件を
把握

第三者行為案件把握

情報
提供

情報
提供

【消防署・保健所等】
第三者行為を把握した場合、情報提供

請求

≪課長決裁≫
代位取得通知稟議



当初作成日 2021/2/1

変
更
点

部 市民部 課等 保険年金課

非自発的失業者に対して法律等に則り減免措置を行う。

非自発的失業者国保税減免事務国民健康保険係 シート番号 19 業務・事務名

見直し日 2026/2/28 見直しによる変更

補足

本算定又は更正の発送日に納税
通知書を送付する。

≪課長決裁≫
納税通知書
賦課台帳

【申請者】 納税通知書の作成及び発送

スタッフスイートに登録

業務・事務の目的

担当係名

備考

≪課長決裁≫
特例対象被保険者
該当届

申請書受付
↓
減免決定及び納税
通知書発送

１５日間

事務・業務フロー
事務内容又は目的 関連法令等

≪決裁区分等≫
成果物・記録類

【㈱SBS情報システム】 登録・減免処理（電算入力）

法令に基づき減免可否の審査を
行う。

関連部門 当該部門

事務手続に
要する期間

申請書類の記入漏れ・添付書類
等をチェックする。離職理由
コードをチェックする。

地方税法第７０３
条の５の２

無

伊東市　業務手順書

⑥

内包するリスク ①、⑤、⑥、⑦、㊳、㊴、㊵、㊸、㊹

リスク

№

【申請者】 特例対象被保険者該当届受付

審査
伊東市国民健康保
険税条例第２１条
の２

⑦
㊵



【会計課】 収納

補足

変
更
点

伊東市会計規則

【被保険者】 納税通知書発送

通知
納付書
納付

口座振替

最終的な納税通知書の発送件数
を集計。

納税通知書発送件
数表

【市役所(出張所)、
指定金融機関、コン
ビニ等】

【指定金融機関】 発送件数統計

直近の収納情報を確認し、必要
に応じて納税通知書の訂正及び
納付書の引き抜き等を行う。

収入速報リスト収納速報の確認

納税通知書を窓あき封筒に封
入。

チラシも同封す
る。減免対象者に
は減免承認通知書
も同封する。

納税通知書封入封緘

納品

納税通知書データ作成日の翌日
更正決定通知書、交付簿の打ち
出し

更正決定通知書、
交付簿

交付簿は収納課へ
渡す。

更正決定通知書、
交付簿の打出し

還付及び完納、２号該当、口座
振替廃止となる者は引き抜く。
還付対象者については、収納課
へ提出する。

引き抜きリスト
（還付、完納、２
号該当等）

納税通知書の引き抜き

印刷

SBS情報システムにて、納税通知
書の打出し、裁断、帳合を行い
伊東市へ納品される。

地方税法第13条 納税通知書納税通知書納品

更新

口座消込後、SBS情報システムに
て納税通知書のデータ作成を行
う。

地方税法第13条【SBS情報システム】 納税通知書データ作成

作成

システム更新後、画面確認及び
エラーリスト確認を行う。

システム更新

【SBS情報システム】 過年更正処理

依頼

減免申請書が提出されたら随時
処理。

減免承認通知書は
更正通知書に同封
する。

【被保険者】 減免処理

申請

減免対象者の月次更正の納税通
知書に同封する。

伊東市国民健康保険
税条例第21条
伊東市国民健康保険
税減免取扱要綱

≪課長決裁≫
国民健康保険税減
免承認通知書

減免承認通知書の作成

現年更正の翌日。
SBS情報システムにシステム更新
を依頼する。

月次更正処理の過
年分を依頼する。

更正エラーリスト
システム更新、
エラーリスト確認更新

毎月５日頃
SBS情報システムにシステム更新
を依頼。

【SBS情報システム】 現年更正処理

依頼

システム更新後、画面確認及び
エラー確認を行う。

当該部門

番号連携サーバにより転入者の
所得照会を行う。

月次更正処理の現
年分を依頼する。

回答
所得照会の回答や所得申告書
等、未入力の課税資料を全て入
力。

所得情報及び申告書の入力

【被保険者】 被保険者認定

手続

事務・業務フロー
事務内容又は目的

事務手続に
要する期間

担当係名 国民健康保険係

前月更正翌日から今月更正日ま
での資格異動者が今月更正対象
となる。

伊東市　業務手順書

【該当市町村】 転入者の所得照会

照会

【被保険者】
申告

業務・事務の目的

部 市民部 シート番号 20 業務・事務名

内包するリスク ①、⑤、⑥、⑦、㊳、㊴、㊵、㊸、㊹

リスク

№

国民健康保険税を適正に課税するため。

国民健康保険税賦課(月次）課等 保険年金課

関連法令等
≪決裁区分等≫
成果物・記録類

備考
関連部門

当初作成日 2021/2/1 見直し日 2026/2/28 見直しによる変更 無

⑥

⑥

⑥

㉘
㉙

⑥

⑦

㊵

⑤
㊵

納税通知書発送事前確認

毎月１５日前後に発送。 地方税法第20条

納税者に納税通知書
が通達されてから第
１期納付期日までに
１０日以上の期間を
設ける。



上表中では以下のとおり略称を用いている。
広域連合：後期高齢者医療広域連合　国保：国民健康保険　住特：住所地特例　生保：生活保護　標準システム：静岡県後期高齢者医療広域連合電算処理システム

国保の送付先情報の提供を受け、必
要に応じて当該送付先に資格確認書
を送付する。また、国保で口座振替
登録をしていた対象者は、情報提供
を受けた上で、口座振替依頼書を同
封する。

資格確認書は広域
連合からデータが
配信された翌週に
発送。（毎月１５
日前後）

≪課長決裁≫
資格確認書、小冊
子、資格確認書カ
バー、通知文、基準
収入案内、基準収入
申請書、口座振替依
頼書、口座振替再手
続案内、負担割合翌
月変更案内

国保で資格確認書等
の送付先を変更して
いる場合は、送付先
申請書を同封。ま
た、国保で口座振替
の登録をしていた場
合でも、後期高齢者
医療では再度依頼書
の提出が必要

㊵
合議

資格確認書等発送
【翌月75歳年齢到達予定者】

提供

【国保係】 起案・決裁・発送

◎

生保受給者及び他都道府県国保住特
者の情報提供を受けた上で、適用除
外処理を行う。除外要件が解除され
た場合は適用除外解除処理を行う。

生保受給者一覧
他都道府県住特に
関する通知

生保受給者は医療保険
の資格を取得しない。
また、他都道府県国保
住特者は他都道府県で
資格取得する。

◎

㊷
㊾

補足

変
更
点

高齢者の医療の確
保に関する法律関
連法令

静岡県後期高齢者
医療広域連合後期
高齢者医療に関す
る条例等施行規則

≪課長決裁≫
国保住特者一覧
住登外情報（日次）
国保住所地特例者
（○月年齢到達者
分）

国保で住特者だっ
た者が75歳になっ
た場合、後期高齢
者医療でも住特者
として扱う。

３か月後に75歳到達予定者の情
報を月次・随時で静岡県広域連
合に提供する。

住民基本台帳情報
（日次・月次）
住登外情報（日
次）

後期高齢者医療の
資格管理は広域で
行う。

調整控除該当有無を確認し、必
要に応じて標準システムに入力
する。また、基準収入額申請に
より負担割合が変更となる可能
性がある場合は勧奨をするた
め、３割負担の対象者の収入状
況を確認する。

負担区分割合変更者
一覧、扶養控除候補
者リスト、資格確認
書交付簿、資格確認
書、基準収入額適用
申請書、基準収入額
適用申請のお知ら
せ、75歳到達者一覧

前年（7月末までは
前々年）12月31日時
点で年少扶養・旧特
定扶養対象年齢の世
帯員がいる世帯主の
場合は、市民税課税
所得から一定金額を
控除した金額が負担
区分判定に用いられ
る。

【静岡県広域連合】翌月75歳年齢到
達者の資格確認書データ等作成

配信
調整控除による負担区分変更者確認

基準収入額適用申請該当確認

標準システムへ
アップロード

【静岡県広域連合】
３か月後に７５歳になる住民（年齢到達予定
者）の住民基本台帳情報作成（月次）

住特者情報提供
年齢到達予定者等の異動情報の住民基本台
帳情報・住登外情報作成（随時）【他都道府県広域連

合】

標準システムへアップロード
所得把握・所得課税情報作成(月次)

【社会福祉課】生保受給者情報提供

適用除外処理・適用除外解除処理
他都道府県住特者情報提供

標準システムへアップロード、標準システムメー
ルで報告

３か月後に75歳到達予定の国保
住特者について、国保係から情
報提供を受けた上で静岡県広域
連合に報告し、対象者の住登外
情報を送信する。

【国保係】３か月後に７５歳になる
住特者の一覧を作成

提供

事務内容又は目的
関連部門

後期システムで住登外情報作成
静岡県広域連合への報告起案 ㊶

㊾

㊺

事務手続に
要する期間

関連法令等
≪決裁区分等≫
成果物・記録類

備考
リスク

№
当該部門

伊東市　業務手順書

当初作成日 2019/12/20 見直し日 2026/2/28 見直しによる変更 無

部 市民部 課等 保険年金課 担当係名 後期高齢者医療係 シート番号 1 業務・事務名 後期高齢者医療資格確認書交付（年齢到達資格取得）

業務・事務の目的 75歳年齢到達により、後期高齢者医療制度に加入する対象者に資格確認書を送付する。

内包するリスク ①、㊳、㊴、㊶、㊷、㊸、㊹、㊺、㊾

事務・業務フロー



相談

後期高齢者医療制度への加入を希望する場合は、申請
書の提出を受け、資格確認書を交付し、申請書類は広
域連合へ送達する。
申請者の従前加入保険は資格喪失する必要があるた
め、従前加入保険が本市又は他市区町村の国保の場合
は連絡票又は通知にて連絡する。それ以外の場合は、
申請書に認定情報を記載して写しを渡し、申請者が加
入していた保険者に提出する。
まだ対象者の世帯の住民基本台帳情報等を標準システ
ムにアップロードしていない場合はアップロードす
る。

・後期高齢者医療障害
認定申請及び資格取得
(変更・喪失)届書
・後期高齢者医療障害
認定却下通知書
・資格異動連絡票
・住民基本台帳情報
・所得課税情報

特定疾病療養受領証を所持して
いる場合は、その月の限度額が
保険ごとにかかってしまうた
め、加入時期を月の初日にする
等の配慮をする。
従前加入保険が本市国保でない
場合も被扶養者の資格取得時の
国保の減免申請の案内漏れを防
ぐために国保係に連絡する。

高齢者の医療の確
保に関する法律関
連法令

静岡県後期高齢者
医療広域連合後期
高齢者医療に関す
る条例等施行規則

次に該当する市民を抽出する。
・手帳所持者で、翌月末時点で65歳以上75歳未満
・後期高齢者医療の被保険者ではない
・生活保護受給者ではない
・他市国民健康保険の住所地特例者ではない
・過去に一度も勧奨通知を送付していない

翌月障害認定対象者に制度の案
内を送付する。
対象者世帯の住民基本台帳情報
及び対象者世帯の所得課税情報
を標準システムへアップロード
する。

≪課長決裁≫
送付書類
・通知文
・説明文
・小冊子
作成ファイル
・住民基本台帳情報
・所得課税情報

標準システムへ住民基本台
帳情報等を事前にアップ
ロードすることで、標準シ
ステムでの保険料試算が可
能になり、資格取得の際の
対象者の氏名等の情報の入
力も不要となる。

[現在本市国保被保険者である場合]
国保係に対象者が資格取得した場合の対象者世帯の国
保税の試算を依頼し、後期高齢者医療保険料との比較
や一部負担金についての比較を説明する。
[現在本市国保被保険者以外の場合]
後期高齢者医療の保険料や制度について案内し、自身
で、現在加入している保険と比較検討する。

申請相談・受付
　↓
資格確認書の交付

即日

・保険料仮計算書

現在加入している保険と後期高
齢者医療保険の保険料等の負担
と、一部負担金や高額療養費の
制度の違い等を案内し、本人が
加入を希望する場合は申請を受
け付ける。

【対象者の従前加入国保】
資格取得状況連絡

補足
上表中では以下のとおり略称を用いている。
手帳：身体障害者手帳（１級～４級）及び療育手帳（１・２級）　障害認定対象者：65歳以上75歳未満で一定の障害がある市民　標準システム：静岡県後期高齢者医療広域連合電算処理システム
国保：国民健康保険

変
更
点

国保税試算依頼及び後期高齢者医療保険料
試算並びに試算結果、一部負担金等の説明

説明

【国保係】
国保税試算

対象者が資格取得した場合
の国保税の試算依頼

申請
申請に基づき資格確認書の交付/却下通知
申請書の送達・住民基本台帳情報の作成
従前加入保険者への連絡

申請書送達

【広域連合】 住民基本台帳情報等を標準システムへアップロード 対象者の所得把握
所得課税情報作成

【翌月末時点65歳以上75歳
未満障害認定対象者】

勧奨 勧奨通知発送伺い起案・決裁・発送
対象者の住民基本台帳情報作成

㊷
㊾

㊵

対象者の所得把握・所得課税情報作成

【広域連合】 標準システムへ
アップロード

◎

【社会福祉課】身体障害者
更生指導台帳

閲覧 身体障害者手帳４級所持者については、障害認定対象
者か否かを社会福祉課の台帳で確認。台帳で不明の場
合は、社会福祉課経由で静岡県障害福祉課へ照会す
る。

身体障害者手帳４級
所持者は一部の障害
のみ障害認定対象と
なる。

◎身体障害者手帳４級の者の障害認定該
当有無確認

【静岡県障害福祉課】 照会

㊵
㊼
㊾

リスク

№

【社会福祉課】
制度周知に関する依頼(年次４月)手帳交付時等に制度周知

【障害認定対象者等】

㊷
【社会福祉課】手帳所持者及び生
活保護受給者のデータ抽出

提供
対象者抽出

◎

業務・事務の目的

内包するリスク ①、㊳、㊴、㊵、㊷、㊸、㊹、㊼、㊾

関連部門 当該部門

依頼 社会福祉課に、手帳交付時等に障害認
定対象者が後期高齢者医療制度に加入
できる旨の案内をしてもらうよう依頼
する。

≪課長決裁≫

事務手続に
要する期間

関連法令等
≪決裁区分等≫
成果物・記録類

備考

65歳以上75歳未満で一定の障害があると市で把握している市民に制度の案内をし、申請に基づき資格確認書等の交付を行う。

事務・業務フロー
事務内容又は目的

資格確認書の交付又は却下通知

伊東市　業務手順書

当初作成日 2019/12/20 見直し日 2026/2/28 見直しによる変更 無

部 市民部 課等 保険年金課 担当係名 後期高齢者医療係 シート番号 2 業務・事務名 後期高齢者医療資格確認書交付（障害認定者）



保険料の納付方法や保険料額の
金額等、被保険者からの問い合
わせに対応

会計課から収入伝票及び収納情
報のデータが提供されるので、
収納情報については、後期シス
テムにて消込処理を行う。

伊東市会計規則

≪課長決裁≫
収入伝票
日計表
収納結果一覧表

㊷

賦課・更正事由ごとに送付分を作成する。決裁
後、保険料額決定(変更)通知書、保険料納入通
知書、納付書(納付書納付対象者のみ)を同封
し、被保険者に郵送する。
口座振替者については、引落データを作成し、
各指定金融機関に依頼する。

≪課長決裁≫
賦課・更正事由
が記載された送
付分

高齢者福祉課から特別徴収され
た後期高齢者医療保険料や介護
保険料の特別徴収情報が提供さ
れる。

広域連合から年齢到達や所得更
正等による保険料賦課情報が提
供される。

【会計課】 収納

補足
上表中では以下のとおり略称を用いている。
広域連合:静岡県後期高齢者医療広域連合  保険料:後期高齢者医療保険料  特徴:特別徴収  普徴:普通徴収
標準システム:静岡県後期高齢者医療広域連合電算処理システム  後期システム:伊東市後期高齢者システム(賦課・徴収管理用システム)  納付書:後期保険料納付済通知書

変
更
点

広域連合から保
険料賦課情報を
受理

↓

被保険者へ保険
料額決定（変
更）通知書発送

１４日以内

高齢者の医療の
確保に関する法律

伊東市後期高齢者
医療に関する条例
同施行規則

保険料情報

特別徴収結果
情報

介護保険特別
徴収情報

㊷

保険料賦課更正処理をして作成
した期割・収納・滞納者情報を
広域連合に送信する。

≪課長決裁≫
保険料額決定(変
更)通知書、保険料
納入通知書

期割情報は処理月の
データ、収納・滞納者
情報は前回の作成日か
ら処理日までのデータ
が作成される。

㊷
㊾

口

座

引

落

依

頼 徴収した保険料は保
険料等負担金として
広域連合に納付す
る。

調定伝票

【市役所(出張
所)又は指定金融

機関】

【指定金融機
関】

③
⑧
⑨

帳票印刷
保険料額決定(変更)通知書

保険料納入通知書
期割・収納・滞納

者情報作成

㊵【広域連合】
標準システムへ
アップロード

㊷
㊾【被保険者】 起案・決裁・通知

納付書
納付

口座振替
⑤

⑦【㈱SBS情報システム】 保険料賦課更正処理 納付書

介護保険料が特別徴収
されなかった被保険者
については、普通徴収
に切り替える。

【広域連合】 保険料賦課情報受信
提供

【高齢者福祉課】
年金保険者からの特別徴収結果情報
及び介護保険特別徴収情報受信

提供

帳票印刷依頼 保険料賦課データを作成し、㈱SBS
情報システムに帳票印刷を依頼す
る。
特徴⇔普徴の切替等を行う。

関連部門 当該部門

業務・事務の目的 後期高齢者医療保険料収納処理を適切に処理するため。

内包するリスク ①、③、⑤、⑦、⑧、⑨、㊳、㊴、㊵、㊷、㊸、㊹、㊾

事務・業務フロー
事務内容又は目的

事務手続に
要する期間

関連法令等
≪決裁区分等≫
成果物・記録類

備考
リスク

№

伊東市　業務手順書

当初作成日 2019/12/20 見直し日 2026/2/28 見直しによる変更 無

部 市民部 課等 保険年金課 担当係名 後期高齢者医療係 シート番号 3 業務・事務名 後期高齢者医療 保険料収納処理(普通徴収分)



㊵

◎

徴収した保険料は広
域連合に保険料等負
担金として納付す
る。
特徴分の消込処理は
月次更正時に行う。

⑤

≪課長決裁≫
収入伝票
日計表
収納結果一覧表

㊷

保険料賦課更正処理をして作成
した期割・収納・滞納者情報を
広域連合に送信する。

≪課長決裁≫
保険料額賦課決定
通知書

期割情報は処理月の
データ、収納・滞納者
情報は前回の作成日か
ら処理日までのデータ
が作成される。

㊷
㊾

日計表
収納結果一覧表

介護保険料が特徴をさ
れなかった被保険者に
ついては、普徴に切り
替える。

㊷
高齢者福祉課から特別徴収され
た保険料や介護保険料の特別徴
収情報が提供される。

広域連合から年齢到達や所得更
正等による保険料賦課情報が提
供される。

保険料情報

特別徴収結果
情報

介護保険特別
徴収情報

年金からの差引き

調定伝票
【年金保険者】

【会計課】 収納

補足
上表中では以下のとおり略称を用いている。
広域連合:静岡県後期高齢者医療広域連合  保険料:静岡県後期高齢者医療保険料  特徴:特別徴収  普徴:普通徴収
標準システム:静岡県後期高齢者医療広域連合電算処理システム  後期システム:伊東市後期高齢者システム(賦課・徴収管理用システム)

変
更
点

保険料の納付方法や保険料額の
金額等、被保険者からの問い合
わせに対応

会計課から年金保険者からの特徴保険
料振込の連絡があったら、直ちに納入
通知書（69帳票）を作成して会計課へ
渡す。
収入処理後、会計課から収入伝票が送
付される。

伊東市会計規則

【広域連合】 保険料賦課情報受信
提供

【高齢者福祉課】
年金保険者からの特別徴収結果情報

及び介護保険特別徴収情報受信
提供

帳票印刷依頼

広域連合から保険
料賦課情報を受理

↓

被保険者へ保険料
額決定（変更）通
知書発送

１４日以内

高齢者の医療の
確保に関する法律

伊東市後期高齢者
医療に関する条例
同施行規則

保険料賦課データを作成し、㈱SBS情報
システムに帳票印刷を依頼する。
特徴⇔普徴の切替等を行う。
特徴分の保険料は、この時点で後期シ
ステムにて消込処理を行う。

決裁後、保険料額賦課決定通知書を
被保険者に郵送する。

【㈱SBS情報システム】 保険料賦課更正処理

収納消込

帳票印刷
保険料額決定(変更)通知書

保険料納入通知書
期割・収納・滞納

者情報作成

【広域連合】
標準システムへ
アップロード

【被保険者】 起案・決裁・通知

関連部門 当該部門

業務・事務の目的 後期高齢者医療保険料収納処理を適切に処理するため。

内包するリスク ①、⑤、㊳、㊴、㊵、㊷、㊸、㊹、㊾

事務・業務フロー
事務内容又は目的

事務手続に
要する期間

関連法令等
≪決裁区分等≫
成果物・記録類

備考
リスク

№

伊東市　業務手順書

当初作成日 2019/12/20 見直し日 2026/2/28 見直しによる変更 無

部 市民部 課等 保険年金課 担当係名 後期高齢者医療係 シート番号 4 業務・事務名 後期高齢者医療 保険料収納処理(特別徴収分)



標準システムへアップロード

㊵

扶養控除情報照会書

《課長決裁》
簡易申告書
基準収入額適用申請
書
基準収入額適用申請
のお知らせ

㊵

【被保険者】 起案・決裁・発送

補足 上表中では以下のとおり略称を用いている。
広域連合：静岡県後期高齢者医療広域連合　標準システム：静岡県後期高齢者医療広域連合電算処理システム

変
更
点

資格確認書の自己負担割合を決定する
ために、課税課で入力した住民税情報
を広域連合に提供する。
住民基本台帳情報及び住登外情報は、
変更を反映させるために、毎日（休日
を除く）広域連合に提供する。

高齢者の医療の確保
に関する法律関連法
令

静岡県後期高齢者医
療広域連合後期高齢
者医療に関する条例
等施行規則

所得課税情報(年次)
住民基本台帳情報(日
次)
住登外情報（日次）

㊷
㊾

基準収入額や調整控除に該当した
人、簡易申告書提出者の情報を標準
システムに入力し、負担割合が変わ
る場合は資格確認書の差替えを行
う。
また、広域連合から配信されたデー
タを参照し、死亡等資格喪失した人
は資格確認書を引き抜き、資格の変
更があった人は資格確認書の差替え
を行う。

申請書提出

↓

資格確認書発送

２０日間

負担区分割合変更者
一覧
資格確認書引き抜き
リスト

《課長決裁》
資格確認書、小冊
子、資格確認書カ
バー、案内文、

◎

資格確認書等発送

文書照会

回答

申請書発送

申請書提出

回答

配信

【課税課】

【被保険者】

【課税課】
住民税情報の入力

所得課税情報作成（年次）

【広域連合】
住民基本台帳情報作成（日次）

住登外情報作成（日次）

事務手続に
要する期間

関連法令等
≪決裁区分等≫
成果物・記録類

備考
リスク

№

伊東市　業務手順書

当初作成日 2021/2/1 見直し日 2026/2/28 見直しによる変更 無

部 市民部 課等 保険年金課 担当係名 後期高齢者医療係 シート番号 5 業務・事務名 後期高齢者医療資格確認書の年次一斉発送

基準収入額適用申請該当者確認

基準収入額適用申請受付・標準システム入力

標準システム入力・負担割合変更者確認

資格喪失・資格変更データ作成
資格確認書の確認・引き抜
き・差替え

資格確認書の作成・郵送

業務・事務の目的 後期高齢者医療制度被保険者に資格確認書を送付する。

内包するリスク ①、㊳、㊴、㊵、㊷、㊸、㊹、㊾

事務・業務フロー
事務内容又は目的

配信

文書照会

文書照会

【広域連合】
収入状況や世帯構成の把握が必
要な被保険者等の抽出

収入状況等調査

【広域連合】
年次更新資格確認書対象者の
データ等作成

【前年12月31日時点で住民登
録があった市区町村】

【所得未申告の人がいる被保
険者世帯】

関連部門 当該部門

調整控除の可能性がある人につい
て、前年12月31日時点で住民登録が
あった市区町村に文書照会を行う。
所得未申告の人に対して簡易申告書
を送付する。また、その結果、収入
があることが判明した人へ申告する
よう促す。
基準収入額適用の可能性がある人の
収入状況を把握するために、住民税
システムで確認する。



【

申請書郵送

伊東市　業務手順書

当初作成日 2021/2/1 見直し日 2026/2/28 見直しによる変更 無

部 市民部 課等 保険年金課 担当係名 後期高齢者医療係 シート番号 6 業務・事務名 後期高齢者医療高額療養費支給申請処理事務

業務・事務の目的 被保険者に対する高額療養費の支給申請案内通知の発送及び申請受付処理を行う。

内包するリスク ①、㊳、㊴、㊵、㊷、㊸、㊹、㊾

事務・業務フロー

診療報酬の決定

【被保険者】
医療機関等へ受診

住民基本台帳情報作成(日次)
住登外情報作成(日次)

所得課税情報作成(月次)
【保険医療機関】
診療報酬の請求

事務内容又は目的
事務手続に
要する期間

関連法令等
≪決裁区分等≫
成果物・記録類

備考
リスク

№

データ連携

【広域連合】
対象者決定・データ作成

データ配信

支給申請案内通知等の作成

支給申請案内文等を送付

【被保険者等】 申請書受付・チェック

関連部門 当該部門

申請・請求

【広域連合】
支給処理

標準システム入力

支給決定通知発送

【被保険者等】

補足
上表中では以下のとおり略称を用いている。
広域連合：静岡県後期高齢者医療広域連合　標準システム：静岡県後期高齢者医療広域連合電算処理システム　国保連合会：静岡県国民健康保険団体連合会

変
更
点

被保険者等の住民基本台帳情報
及び住登外情報(死亡、転出等)
や、負担区分を判定するための
所得情報を作成し、広域連合に
連携する。

高齢者の医療の確保
に関する法律施行令

高齢者の医療の確保
に関する法律施行規
則

住民基本台帳情報
（日次）
住登外情報作成
（日次）
所得課税情報（月
次）

㊷
㊾

被保険者等から提出された申請
書の情報を標準システムに入力
する。
申請書は、広域連合から指定さ
れた提出期限に合わせて、広域
連合へ送付する。

申請書提出日の翌
月末日に振込

静岡県の後期高齢者
医療制度被保険者と
して初めて高額療養
費に該当した場合に
支給申請が必要。支
給申請以後、高額療
養費に該当した際は
支給申請は不要とな
り、広域連合の支給
処理のみとなる。

◎

広域連合が被保険者等へ支給決
定通知を送付

【国保連合会】
診療報酬の審査

高額療養費の支給申請が必要な
人に対して、支給申請案内文
書、申請書、申請書記載例等一
式を作成し、送付する。

≪課長決裁≫
支給申請案内通知
一式

支給申請案内通知
発送時期は、通
常、高額療養費に
該当する医療機関
等受診月の３か月
後となる。

㊵

㊵



伊東市　業務手順書

当初作成日 2021/2/1 見直し日 2026/2/28 見直しによる変更 無

部 市民部 課等 保険年金課 担当係名 後期高齢者医療係 シート番号 7 業務・事務名 後期高齢者医療　保険料収納処理（滞納繰越分）

業務・事務の目的 後期高齢者医療保険料の収納処理及び滞納整理を行う。

内包するリスク ①、③、⑤、⑧、㊳、㊴、㊵、㊶、㊷、㊸、㊹

事務・業務フロー
事務内容又は目的

事務手続に
要する期間

関連法令等
≪決裁区分等≫
成果物・記録類

備考
リスク

№
関連部門 当該部門

補足
上表中では以下のとおり略称を用いている。
広域連合:静岡県後期高齢者医療広域連合  標準システム:静岡県後期高齢者医療広域連合電算処理システム
後期システム:伊東市後期高齢者システム(賦課・徴収管理用システム)  納付書:後期保険料納付済通知書

変
更
点

【３月末】
後期システムの年度切替処理及
び滞納繰越分の繰越処理を行
う。
【５月末】
後期システムの現年度分の繰越
処理を行う。

高齢者の医療の確
保に関する法律関
連法令

静岡県後期高齢者
医療広域連合後期
高齢者医療に関す
る条例

伊東市後期高齢者
医療に関する条例

伊東市会計規則

【３月末】
過年度繰越対象者
一覧表
【５月末】
現年度繰越対象者
一覧表

◎

滞納者に対し、催告書発送、電
話催告、臨戸等の方法により、
納付を促す。
また、納付困難者について、分
納相談等を行い、納付確約書を
受領する。

≪課長決裁≫
催告書

納付確約書

催告書は奇数月に
送付する。
電話催告、臨戸等
は随時行う。
奇数月に休日納付
相談会、偶数月に
夜間納付相談会を
実施し、相談会時
に電話催告も行
う。

③
⑧
㊵

滞納繰越処理

滞納繰越分保険料調定

納付催告等

【被保険者（滞納者）】

納付書によ
り納付

納付約束
納付確約書提出等

【市役所（出張所）
又は指定金融機関】

【会計課】 収納

調定伝票を起票する。
≪課長決裁≫
調定伝票 ⑤

滞納整理

収納分は、会計課から収入伝票
及び収納情報のデータが提供さ
れるので、収納情報について
は、後期システムにて消込処理
を行う。

納付済通知書
日計表
収納結果一覧表

＜副市長決裁＞
不納欠損集計表
不納欠損対象者一
覧表

収納情報は、月に
１回、標準システ
ムにより広域連合
に送信する。
時効等により納付
の義務又は徴収の
権利が消滅したも
のについては、不
納欠損処分を行
う。

㊶
㊷

不納欠損処分



伊東市　業務手順書

当初作成日 2021/2/1 見直し日 2026/2/28 見直しによる変更 有

部 市民部 課等 保険年金課 担当係名 後期高齢者医療係 シート番号 8 業務・事務名 後期高齢者医療保険料口座振替の受付・管理

業務・事務の目的 後期高齢者医療保険料口座振替の受付・管理を行う。

内包するリスク ①、㊳、㊴、㊵、㊷、㊸、㊹、㊾

事務・業務フロー
事務内容又は目的

事務手続に
要する期間

関連法令等
≪決裁区分等≫
成果物・記録類

備考
リスク

№
関連部門 当該部門

口座振替依
頼書の提出

【被保険者】 口座振替依頼書受付・確認

口座振替依頼書の提出
口座振替依頼
書の送付

【各金融機関】

口座情報の入力・入力確認

【被保険者】 口座振替開始通知発送

【各金融機関】 口座振替依頼データ送信

【各金融機関】 口座振替結果データ受信

【被保険者】 口座振替不能通知発送

補足
上表中では以下のとおり略称を用いている。
後期システム:伊東市後期高齢者システム(賦課・徴収管理用システム)  納付書:後期保険料納付済通知書

変
更
点

リスクを修正

後期システムの口座入力画面に
口座情報を入力する。その後、
入力者以外の職員が入力内容を
確認する。

◎

被保険者から提出された口座振替依
頼書の受付処理を行う。
【市へ提出された場合】市⇒金融機
関(受付･確認)⇒市(受付･確認)
【金融機関へ提出された場合】金融
機関(受付･確認)⇒市(受付･確認)
 ※ゆうちょ銀行希望の場合は、市
で受付せず、直接郵便局窓口で申請
する。

口座振替依頼書の
受付

↓

口座振替開始通知
発送

２０日以内

高齢者の医療の確
保に関する法律関
連法令

伊東市後期高齢者
医療に関する条例

口座振替依頼書
（後期高齢者医療保
険料以外の税目・料
金にも該当がある場
合は、他課が収受し
て原本を保管するた
め、他課から送受さ
れた写しとなる。）

口座振替依頼書に振
替月が記載されてい
ない場合は、直近の
納期限からとする。
特別徴収からの変更
による場合は、納付
方法変更申出書の提
出を受ける。

㊵

各金融機関への口座振替依頼
データを作成し、会計課のパソ
コンから送信する。

≪課長決裁≫
口座振替依頼デー
タ

㊷
㊾

口座振替の受付・入力が完了し
た被保険者に対し、開始通知を
送付する。通知発送後、口座振
替依頼書を被保険者番号順で保
管する。

≪課長決裁≫
口座振替開始通知
書

口座振替依頼書は、ゆう
ちょ銀行の期別毎、全期
一括、廃止、ゆうちょ銀
行以外の期別毎、全期一
括、廃止に分けて保管す
る。

㊵

資金不足等で振替不能になった
被保険者に対し、振替不能通知
や該当期別の納付書を送付す
る。

納期限
↓
口座振替不能通知発送

７日以内

≪課長決裁≫
口座振替不能通知
書

㊵

会計課のパソコンから口座振替
結果データを受信し、後期シス
テムに反映させる。

口座振替結果デー
タ

㊷



伊東市　業務手順書

当初作成日 2022/2/1 見直し日 2026/2/28 見直しによる変更 無

部 市民部 課等 保険年金課 担当係名 後期高齢者医療係 シート番号 9 業務・事務名 督促状発送事務

業務・事務の目的 納期限経過後も保険料が未納となっている納付義務者へ督促状を発送する。

内包するリスク ①、㊳、㊴、㊵、㊸、㊹

事務・業務フロー
事務内容又は目的

事務手続に
要する期間

関連法令等
≪決裁区分等≫
成果物・記録類

備考
リスク

№
関連部門 当該部門

保険料未納者抽出

督促状印刷

督促状封入

【会計課】 納付状況の確認・引き抜き

発送

補足
上表中では以下のとおり略称を用いている。
後期システム:伊東市後期高齢者システム(賦課・徴収管理用システム)

変
更
点

後期システムで未納者を抽出
し、督促状発送稟議を作成す
る。

納期限

↓

発送

２０日以内

地方自治法

高齢者の医療の確
保に関する法律

伊東市後期高齢者
医療に関する条例

≪課長決裁≫
督促状発送稟議 ◎

督促状及び同封する通知を封入
する。 ◎

㊵

決裁後、後期システムで督促状
を印刷する。

督促状

会計課から受領する納付済通知
書を確認し、発送日までに納付
された分を引き抜く。

◎



補足
上表中では以下のとおり略称を用いている。
標準システム：静岡県後期高齢者医療広域連合電算処理システム　国保連合会：静岡県国民健康保険団体連合会
後期システム:伊東市後期高齢者システム(賦課・徴収管理用システム)

変
更
点

伊東市後期高齢者
医療に関する条例

地方税法

伊東市会計規則

㊷

【会計課】 出金等処理 財務会計システムで、支出伝票
を作成する。

還付請求書受理
↓
振込

翌月中旬又は翌々
月の中旬に振込

還付請求書受理・内容確認 記入ミスや記入漏れ等を確認
申請

振込

還付情報入力
後期システム・標準システムで
還付口座等の情報を入力し、一
覧表を作成

後期システムで、充当処理・還付処理
を行い、還付請求書や充当通知書を作
成する。充当処理は、財務会計システ
ム上で調整が必要なものがあれば、振
替等を行う。

充当は処理をした
月の月末に充当

過誤納一覧表

⑮

《課長決裁》
支給伺い
還付明細書一覧

《課長決裁》
支出負担行為伺兼支出
命令書
歳入還付命令書

◎

《課長決裁》
過誤納金還付請求書
過誤納金還付通知書
過誤納金充当通知書

◎
還付通知書等作成 充当通知書等作成【被保険者・相続人等】

通知
㊵

【年金保険者】
死亡者の年金について、

返納の有無を通知
過誤納者リストの作成

減額更正、所得変更、重複納付等に
より、過誤納付となったデータを抽
出する。

【広域連合】
世帯構成変更や所得変更によ

る、賦課更生
還付及び充当確認

後期システムで滞納状況を確認す
る。滞納がある場合は充当処理、滞
納がない場合は還付処理となる。

リスク

№

内包するリスク ①、⑮、㊳、㊴、㊵、㊷、㊸、㊹

事務・業務フロー
事務内容又は目的

事務手続に
要する期間

関連法令等
≪決裁区分等≫
成果物・記録類

備考
関連部門 当該部門

伊東市　業務手順書

当初作成日 2022/2/1 見直し日 2026/2/28 見直しによる変更 無

業務・事務の目的 過誤納付となった保険料について、還付及び充当処理を行う。

シート番号 10 業務・事務名 還付充当処理部 市民部 課等 保険年金課 担当係名 後期高齢者医療係



申請

【

変
更
点

所得変更や世帯構成の変更で区
分が変更となった場合は資格確
認書（併記あり）を差し替える

区分再判定 ２日～３日
（郵送交付）変更交付

補足
上表中では以下のとおり略称を用いている。
広域連合：静岡県後期高齢者医療広域連合　標準システム：静岡県後期高齢者医療広域連合電算処理システム　国保連合会：静岡県国民健康保険団体連合会

㊵

交付決定
資格確認書（併記
あり）

【被保険者】 申請受付・負担区分チェック
対象世帯の所得や収入により、負担
区分を確認する

申請受付
↓
交付

窓口交付：即時発行
郵送交付：２日～３日

交付・郵送

窓口で本人確認できる場合は即時発
行し、本人確認できない場合は郵送
する

㊵
㊼

高齢者の医療の確保
に関する法律関連法
令

静岡県後期高齢者医
療広域連合後期高齢
者医療に関する条例
等施行規則

【広域連合】
負担区分判定

住民基本台帳情報作成(日次)
所得課税情報作成(月次)

世帯構成の変更、転入、所得変更等
の情報を広域連合に提供する

住民基本台帳情報
（日次）
所得課税情報
（月次）

データ送信

標準システムに反映

㊷
㊾

内包するリスク ①、㊳、㊴、㊵、㊷、㊸、㊹、㊼、㊾

事務・業務フロー
事務内容又は目的

事務手続に
要する期間

関連法令等
≪決裁区分等≫
成果物・記録類

備考
リスク

№
関連部門 当該部門

シート番号 11 業務・事務名 限度額区分を併記した資格確認書の交付事務

業務・事務の目的 被保険者が保険医療機関で支払う医療費を限度額までで抑えるため、限度額区分を併記した資格確認書を交付する

部 市民部 課等 保険年金課 担当係名 後期高齢者医療係

伊東市　業務手順書

当初作成日 2022/2/1 見直し日 2026/2/28 見直しによる変更 無



特定疾病療養受領証及び資格確
認書（併記あり）について、窓
口で本人確認できる場合は即時
発行し、即時発行しない場合は
郵送する

特定疾病療養受領
証

資格確認書（併記
あり）

㊵
㊼

被保険者からの交付申請（医師
の診断書添付）を受付

被保険者が資格確認書への併記
を希望した場合は、任意記載事
項併記申請書を受付

申請受付
↓
交付

窓口交付：即時発行
郵送交付：２日～３日

窓口で本人確認できる場合は即
時発行のため、その場で入力

補足
上表中では以下のとおり略称を用いている。
広域連合：静岡県後期高齢者医療広域連合　被保険者：静岡県後期高齢者医療被保険者　標準システム：静岡県後期高齢者医療広域連合電算処理システム

変
更
点

高齢者の医療の確
保に関する法律関
連法令

静岡県後期高齢者
医療広域連合後期
高齢者医療に関す
る条例等施行規則 ◎標準システム入力

交付決定
交付・郵送

申請書郵送

【広域連合】

【被保険者】
特定疾病に該当

【保険医療機関】
診断書を発行

【被保険者】 申請受付

申請

業務・事務の目的 特定疾病（人工腎臓を実施する慢性腎不全等）の被保険者が保険医療機関で支払う医療費を一定額に抑える特定疾病療養受療証及び特定疾病の情報を併記した資格確認書の交付

内包するリスク ①、㊳、㊴、㊵、㊸、㊹、㊼

事務・業務フロー
事務内容又は目的

事務手続に
要する期間

関連法令等
≪決裁区分等≫
成果物・記録類

備考
リスク

№
関連部門 当該部門

後期高齢者医療係 シート番号 12 業務・事務名 特定疾病療養受療証等交付事務部 市民部 課等 保険年金課 担当係名

伊東市　業務手順書

当初作成日 2022/2/1 見直し日 2026/2/28 見直しによる変更 無



【

【

【国保連合会】

【傷病届等提出書類一式】
傷病届
交通事故証明または人身事故入手不
能理由書
事故発生状況報告書
念書または同意書
誓約書（可能な場合） 《課長決裁》

傷病届等（写）

保険診療の治療をした場
合は対象となるが、保険
外で対応した場合は、特
に手続きの必要はない。

変
更
点

高齢者の医療の確
保に関する法律関
連法令

㊵
㊾

国保連合会が加害者又は加害者
加入の損害会社と折衝する

【国保連合会】

　支払い 請求

【加害者又は加害者が
加入の保険会社】

補足
上表中では以下のとおり略称を用いている。
広域連合：静岡県後期高齢者医療広域連合　国保連合会：静岡県国民健康保険団体連合会　被保険者：静岡県後期高齢者医療被保険者

請求

【国保連合会】
傷病届等郵送

【広域連合】
損害賠償請求権の代位取得

　入金 通知

【被保険者】
交通事故等第三者行為による傷病 傷病届等受理

受診

【保険医療機関】 内容確認

関連法令等
≪決裁区分等≫
成果物・記録類

備考
リスク

№
関連部門 当該部門

業務・事務の目的

内包するリスク

事務・業務フロー
事務内容又は目的

事務手続に
要する期間

保険給付の原因が第三者による場合の受付事務を行う。

①、㊳、㊴、㊵、㊸、㊹、㊾

後期高齢者医療係 シート番号 13 業務・事務名 第三者行為受付事務部 市民部 課等 保険年金課 担当係名

伊東市　業務手順書

当初作成日 2022/2/1 見直し日 2026/2/28 見直しによる変更 無



【

申請書提出日の翌月
末日に振込

㊵
㊾

広域連合が被保険者等へ支給決
定通知を送付

◎

被保険者は療養費支給申請書に必要
事項を記載

【添付書類】
一般診療：診療報酬明細書（薬局の
場合は調剤報酬明細書）、領収書

高齢者の医療の確保
に関する法律関連法
令

静岡県後期高齢者医
療広域連合後期高齢
者医療に関する条例
等施行規則

《課長決裁》
申請書等（写）

申請書等の提出期
限は広域連合がス
ケジュールを定め
ている

【被保険者等】

補足
上表中では以下のとおり略称を用いている。
広域連合：静岡県後期高齢者医療広域連合　標準システム：静岡県後期高齢者医療広域連合電算処理システム　国保連合会：静岡県国民健康保険団体連合会

変
更
点

【国保連合会】
診療報酬の審査 申請書等郵送

審査結果受領

【広域連合】
支給決定・支給処理

振込・支給決定通知発送

【被保険者】
医療機関等へ受診

申請受付・チェック
申請・請求

【保険医療機関】
診療報酬の請求

標準システム入力

業務・事務の目的 被保険者に対する療養費（一般診療）の支給

内包するリスク ①、㊳、㊴、㊵、㊸、㊹、㊾

事務・業務フロー
事務内容又は目的

事務手続に
要する期間

関連法令等
≪決裁区分等≫
成果物・記録類

備考
リスク

№
関連部門 当該部門

後期高齢者医療係 シート番号 14 業務・事務名 療養費支給事務（一般診療）部 市民部 課等 保険年金課 担当係名

伊東市　業務手順書

当初作成日 2022/2/1 見直し日 2026/2/28 見直しによる変更 無



備考
関連部門 当該部門

事務・業務フロー

2026/2/28 見直しによる変更

内包するリスク ①、㊳、㊴、㊵、㊸、㊹

リスク

№

無

事務内容又は目的
事務手続に
要する期間

関連法令等
≪決裁区分等≫
成果物・記録類

業務・事務の目的 被保険者に対する療養費（あん摩・鍼灸マッサージ）の支給

伊東市　業務手順書

シート番号 15 業務・事務名担当係名 後期高齢者医療係

当初作成日 2022/2/1 見直し日

部 市民部 課等 保険年金課 療養費支給事務（あん摩・鍼灸マッサージ）

被保険者等から提出された申請書類
を確認し、受付する。

（添付書類）
「償還払い」…医師の同意書、領収
書
「受領委任払い」…総括票Ⅰ・Ⅱ、
医師の同意書（新規申請の場合
等）、往療内訳表（往療がある場
合）、施術報告書（施術報告書交付
料の算定がある場合）、１年以上・
月１６回以上施術継続理由・状態記
入書（初療から１年以上で、月１６
回以上の施術の場合）

支給申請書類

後期高齢者医療療養費支給申請
書等送付書を作成し、決裁後、
広域連合に申請書類を送付す
る。

処理期限は広域連
合の定めるスケ
ジュールによる

高齢者の医療の確
保に関する法律関
連法令

静岡県後期高齢者
医療広域連合後期
高齢者医療に関す
る条例等施行規則

即日

変
更
点

【被保険者】又は
【あん摩・鍼灸マッサージ施

術者※１】

決　裁
【広域連合】
支給処理

支払・通知

【被保険者】又は
【あん摩・鍼灸マッサージ施

術者※１】

補足

送付

支給申請書類の受付

提出

※１　施術者が受領委任払制度を利用した際は、申請者と支払先があん摩・鍼灸マッサージ施術者となる。
上表中では以下のとおり略称を用いている。
広域連合：静岡県後期高齢者医療広域連合

㊵

≪課長決裁≫
後期高齢者医療療
養費支給申請書等
送付書



即日

支給申請書類

シート番号 16 業務・事務名

関連法令等

担当係名 後期高齢者医療係

被保険者に対する療養費（補装具）の支給

療養費支給事務（補装具）

当初作成日 2022/2/1 見直し日 2026/2/28 見直しによる変更 無

業務・事務の目的

部 市民部 課等 保険年金課

備考

【被保険者】 支給申請書類の受付

提出

関連部門 当該部門

高齢者の医療の確
保に関する法律関
連法令

静岡県後期高齢者
医療広域連合後期
高齢者医療に関す
る条例等施行規則

≪課長決裁≫
後期高齢者医療療
養費支給申請書等
送付書

処理期限は広域連
合の定めるスケ
ジュールによる

事務・業務フロー
事務内容又は目的

事務手続に
要する期間

被保険者から提出された申請書
類を確認し、受付する。

（添付書類）
医師の証明書、領収書

標準システム入力
申請情報を標準システムに入力
する。

【広域連合】
支給処理

決　裁

送付

変
更
点

【被保険者】

補足

後期高齢者医療療養費支給申請
書等送付書を作成し、決裁後、
広域連合に申請書類を送付す
る。

支払・通知

上表中では以下のとおり略称を用いている。
広域連合：静岡県後期高齢者医療広域連合　標準システム：静岡県後期高齢者医療広域連合電算処理システム

㊵

内包するリスク ①、㊳、㊴、㊵、㊸、㊹

リスク

№
≪決裁区分等≫
成果物・記録類

伊東市　業務手順書

◎



事務内容又は目的 関連法令等

支給申請書類【葬祭執行者】 支給申請書類の受付

提出

内包するリスク

事務・業務フロー

見直し日

①、㊳、㊴、㊵、㊸、㊹

リスク

№

被保険者が死亡した際の葬祭執行者に対する葬祭費の支給

葬祭費支給事務

無

≪決裁区分等≫
成果物・記録類

備考
関連部門 当該部門

事務手続に
要する期間

2026/2/28 見直しによる変更

部 市民部 課等 業務・事務名

当初作成日 2022/2/1

変
更
点

【広域連合】
支給処理

【葬祭執行者】

保険年金課 担当係名 後期高齢者医療係 シート番号 17

業務・事務の目的

申請情報を標準システムに入力
する。

高齢者の医療の確
保に関する法律関
連法令

静岡県後期高齢者
医療広域連合後期
高齢者医療に関す
る条例等施行規則

処理期限は広域連
合の定めるスケ
ジュールによる

標準システム入力

補足

送付

支払・通知

≪課長決裁≫
後期高齢者医療療
養費支給申請書等
送付書

後期高齢者医療療養費支給申請
書等送付書を作成し、決裁後、
広域連合に申請書類を送付す
る。

伊東市　業務手順書

◎

葬祭執行者から提出された申請
書類を確認し、受付する。

（添付書類）
会葬礼状または葬儀代の領収書
の写し

即日

上表中では以下のとおり略称を用いている。
広域連合：静岡県後期高齢者医療広域連合　標準システム：静岡県後期高齢者医療広域連合電算処理システム

㊵

決　裁



㊵
㊾

効率的に異動処理業務を行うことにより、市民の適正な年金受給を図る。

国民年金異動処理事務

事務内容又は目的

シート番号 1 業務・事務名

伊東市　業務手順書

内包するリスク ①、㊳、㊴、㊵、㊸、㊹、㊾

リスク

№

部 市民部 課等 保険年金課 担当係名

見直し日 2026/2/28 見直しによる変更

年金係

関連部門 当該部門

事務・業務フロー

当初作成日

即日

即日

異動届
脱退連絡票
資格喪失証

国民年金法第１２
条

関連法令等
≪決裁区分等≫
成果物・記録類

備考
事務手続に
要する期間

変
更
点

処理結果一覧表の受理

【三島年金事務所　国民年金
課】

【被保険者】 異動届受理・資格等確認

保険料納付･資格取得喪失確認
口座振替・クレジットカード・
付加納付申出確認
申請免除希望確認

異動事務処理（電算入力）

異動届（資格取得・資格喪失・
種別変更）の確認

【被保険者】 保険料納付相談・指導

補足

見直し時字句修正

2019/12/20

業務・事務の目的

国民年金処理結果
一覧表

【日本年金機構
 名古屋事務センター】

月に４～５回（１週間毎）に分
けて、資格の得喪データを電
子・紙媒体により進達

≪課長決済≫
国民年金関係書類
送付書・国民年金
電子媒体送付書

（電子・紙）進達
※週１回

毎月複数回に分けて、資格の得
喪処理結果により、年金システ
ムの入力内容の確認

受付日翌週木曜日
（受付２週間以
内）

申請後、概ね２～
３か月後

有

審査・通知

【被保険者】



【三島年金事務所　お客様相
談室】

見直し時字句修正

㊵
㊾

効率的に年金請求業務を行うことにより、市民の適正な年金受給を図る。

国民年金裁定請求事務

有

伊東市　業務手順書

内包するリスク ①、㊳、㊴、㊵、㊸、㊹、㊾

リスク

№

業務・事務名

当初作成日

即日

即日

即日

年金決定者一覧
表・年金額改定者
一覧表

≪決裁区分等≫
成果物・記録類

備考

2019/12/20

保険年金課 担当係名 年金係 シート番号 2

変
更
点

事務・業務フロー
事務内容又は目的

補足

【請求者】

【日本年金機構　 事務セン
ター】

進達
※週１回

年金システムに審査結果の確認

関連法令等
関連部門 当該部門

事務手続に
要する期間

2026/2/28

相談
受給資格確認・照会

国民年金法第１６
条

裁定請求書等受付

年金システムに受付入力

見直しによる変更見直し日

業務・事務の目的

部 市民部 課等

結果一覧表の受理

月に４～５回（１週間毎）に分
けて、請求書送付

≪課長決済≫
給付関係書類送付
書

受付日翌週火曜日
（受付２週間以
内）

申請後概ね３～４
か月後

審査・通知

請求事務処理

各種請求書受付・受付印押印
記載内容・添付資料等確認

【請求者】 相談・資格等確認

【三島年金事務所　お客様相
談室】



【三島年金事務所　お客様相
談室】

請求事務処理 年金システムに受付記録を入力

㊵
㊾

伊東市　業務手順書

当初作成日 2019/12/20 見直し日 見直しによる変更

即日

即日

即日

リスク

№

申請後概ね３～４
か月後

効率的に年金請求業務を行うことにより、市民の適正な年金受給を図る。

部 市民部 課等 保険年金課 担当係名 年金係 シート番号 3 業務・事務名

変
更
点

事務・業務フロー
事務内容又は目的 関連法令等

≪決裁区分等≫
成果物・記録類

備考
関連部門 当該部門

事務手続に
要する期間

【請求者】 国民年金法第３０
条

障害基礎年金裁定請求書受付
受付印押印
記載内容・添付資料等確認

相談・要件等確認

見直し時字句修正

【日本年金機構 ヘルプデスク】
【三島年金事務所　お客様相談

室】

2026/2/28

補足

【日本年金機構　 事務セン
ター】

進達
※週１回

年金システムに審査結果の確認
年金決定者一覧
表・年金額改定者
一覧表

結果一覧表の受理

月に４～５回（１週間毎）に分
けて、請求書送付

≪課長決済≫
給付関係書類送付
書

審査・通知

【請求者】

受付日翌週火曜日
（受付２週間以
内）

相談・システムに記録入力
保険料納付要件確認・照会

裁定請求書等受付

障害基礎年金請求事務

有

業務・事務の目的

内包するリスク ①、㊳、㊴、㊵、㊸、㊹、㊾



年金システムに申請内容を入力

㊵
㊾

伊東市　業務手順書

当初作成日 2019/12/20 見直し日

即日

即日

受付日翌週木曜日
（受付２週間以
内）

受付日翌週木曜日
（受付２週間以
内）

リスク

№

申請後概ね２～３
か月後

①、㊳、㊴、㊵、㊸、㊹、㊾

効率的に年金申請業務を行うことにより、市民の適正な年金受給を図る。

部 市民部 課等 保険年金課 担当係名 年金係 シート番号 4 業務・事務名

変
更
点

事務・業務フロー
事務内容又は目的 関連法令等

≪決裁区分等≫
成果物・記録類

備考
関連部門 当該部門

事務手続に
要する期間

【申請者】

【三島年金事務所　国民年金
課】

国民年金法第９０
条、第９０条の２

申請資格確認・照会
申請受付・受付印押印
記載内容確認

見直し時字句修正

申請事務処理（電算入力）

2026/2/28

補足

【日本年金機構　 名古屋事務
センター】

（電子・紙）進達
※週１回

年金システムに審査結果の確認
国民年金処理結果
一覧表

処理結果一覧表の受理

月に４～５回（１週間毎）に分
けて、申請書送付

≪課長決済≫
国民年金関係書類
送付書・国民年金
電子媒体送付書

審査・通知

【申請者】

生活保護決定・廃止、障害基礎該当・
非該当、産前産後該当
相談・意思等確認

申請・納付意思確認

免除理由該当・消滅届受付

国民年金保険料法定・産前産後免除申請事務

見直しによる変更 有

業務・事務の目的

内包するリスク



年金システムに申請内容を入力

㊵
㊾

伊東市　業務手順書

当初作成日 2019/12/20 見直し日

即日

即日

受付日翌週木曜日
（受付2週間以内）

受付日翌週木曜日
（受付２週間以
内）

リスク

№

進達後概ね２～３
か月後

①、㊳、㊴、㊵、㊸、㊹、㊾

効率的に年金申請業務を行うことにより、市民の適正な年金受給を図る。

部 市民部 課等 保険年金課 担当係名 年金係 シート番号 5 業務・事務名

変
更
点

事務・業務フロー
事務内容又は目的 関連法令等

≪決裁区分等≫
成果物・記録類

備考
関連部門 当該部門

事務手続に
要する期間

申請書・雇用保険
離職票・学生証の
写し

【申請者】

【三島年金事務所　国民年金
課】

国民年金法第９０
条、第９０条の２

申請書受付・受付印押印
記載内容確認
離職票・学生証写し添付確認

申請事務処理

見直し時字句修正

2026/2/28

補足

【日本年金機構　 名古屋事
務センター】

進達
※週１回

年金システムに審査結果の確認

免除申請承認・却
下通知書を免除・
納付猶予承認通知
書又は却下通知書
発行一覧表

結果一覧表の受理

月に４～５回（１週間毎）に分
け、資格の進達に合わせて申請
書送付

≪課長決済≫
国民年金関係書類
送付書

審査・通知

【申請者】

相談・資格等確認
就業・所得状況・納付意思・申
請資格確認

免除・納付猶予申請書
学生納付特例申請書受付

国民年金保険料免除・納付猶予・学生納付特例申請事務

見直しによる変更 有

業務・事務の目的

内包するリスク


